
在
奉
天
総
領
事

萩
原
守
一

│
│
在
奉
天
総
領
事
の
み
た
満
州
問
題
│
│

井

上

勇

一

一

問
題
の
所
在

二

満
州
統
治
問
題
（
1

在
奉
天
総
領
事
館
の
開
館
）

三

満
州
統
治
問
題
（
2

在
満
領
事
館
体
制
の
確
立
）

㈠

在
満
領
事
館
体
制
の
確
立

㈡

在
満
領
事
館
体
制
と
満
鉄

四

満
州
懸
案
問
題
の
処
理

㈠

鉄
道
問
題

㈡

間
島
問
題

五

む
す
び

一

問
題
の
所
在

明
治
三
九
年
五
月
二
二
日
、
西
園
寺
公
望
首
相
は
首
相
官
邸
に
お
い
て
満
州
問
題
協
議
会
を
開
催
し
た
。
同
評
議
会
で
は
、
伊
藤
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博
文
韓
国
統
監
が
満
州
開
放
の
不
可
避
な
こ
と
を
強
く
訴
え
、
寺
内
正
毅
陸
相
や
児
玉
源
太
郎
参
謀
総
長
が
主
張
す
る
占
領
行
政
の

継
続
を
封
じ
、
外
務
省
が
主
張
す
る
占
領
行
政
の
終
了
、
す
な
わ
ち
軍
政
か
ら
民
政
へ
の
転
換
を
決
定
し
た
。

前
年
一
二
月
二
二
日
に
第
一
次
桂
内
閣
小
村
寿
太
郎
外
相
が
清
国
と
の
間
に
日
清
満
州
善
後
条
約
を
締
結
し
、
清
国
は
、
日
本
が
、

露
国
の
鉄
道
な
ど
の
南
満
州
に
お
け
る
諸
権
益
を
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
に
お
け
る
合
意
の
よ
う
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
承
認
し
、

日
本
は
満
州
か
ら
の
日
露
両
国
軍
隊
の
早
期
撤
退
と
い
う
清
国
の
要
求
に
同
意
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
年
を
越
え
た
一
月
七
日
、

日
露
戦
争
と
そ
の
戦
後
処
理
を
行
っ
た
陸
軍
出
身
の
桂
太
郎
首
相
が
退
陣
し
、
後
継
の
首
班
指
名
を
受
け
た
西
園
寺
首
相
に
と
っ
て
、

満
州
か
ら
陸
軍
を
撤
退
さ
せ
、
占
領
行
政
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
は
国
際
約
束
で
も
あ
っ
た
が
、
軍
政
の
継
続
を
求
め
る
陸
軍
の
強
い

抵
抗
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
。
こ
の
た
め
、
同
年
三
月
一
九
日
に
は
英
国
よ
り
、
ま
た
二
六
日
に
は

米
国
よ
り
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
成
立
後
に
お
い
て
も
、
満
州
に
お
い
て
軍
政
が
継
続
さ
れ
て
い
る
現
状
は
、
門
戸
開
放
原
則
に

対
す
る
違
反
と
の
抗
議
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
西
園
寺
首
相
と
し
て
も
、
満
州
に
お
け
る
軍
政
を
終
了
し
、
民
政
に
転
換
す
る
こ

と
は
不
可
避
と
な
っ
て
い
た
。

満
州
問
題
評
議
会
の
決
定
に
基
づ
い
て
、
西
園
寺
内
閣
は
、
満
州
各
地
が
開
放
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
増
加
す
る
邦
人
渡
航
者
の

保
護
と
支
援
の
た
め
、
満
州
各
地
に
領
事
館
を
開
設
す
る
が
、
同
年
九
月
一
日
に
は
占
領
行
政
の
担
い
手
で
あ
っ
た
関
東
総
督
府
を

関
東
都
督
府
に
改
編
し
、
さ
ら
に
同
年
一
一
月
一
三
日
に
は
露
国
か
ら
引
き
継
い
だ
東
清
鉄
道
大
連
・
長
春
間
等
を
運
行
す
る
満
鉄

を
設
立
す
る
な
ど
、
満
州
に
お
け
る
軍
政
を
民
政
に
転
換
し
、
満
州
の
開
放
を
推
進
す
る
。
そ
の
手
始
め
と
し
て
、
西
園
寺
内
閣
は
、

満
州
問
題
評
議
会
開
催
直
後
の
五
月
二
六
日
、
六
月
一
日
を
も
っ
て
、
満
州
に
お
い
て
は
最
初
の
総
領
事
館
を
奉
天
に
開
設
す
る
こ

と
を
決
定
し
、
林
董
外
相
は
在
米
大
使
館
一
等
書
記
官
萩
原
守
一
を
初
代
の
在
奉
天
総
領
事
に
任
命
し
た
。

明
治
元
年
二
月
二
七
日
、
山
口
県
豊
浦
郡
長
府
村
に
生
ま
れ
た
萩
原
は
、
同
郷
の
実
力
者
で
あ
る
山
県
有
朋
に
認
め
ら
れ
、
山
県

が
幕
末
時
代
に
名
乗
っ
て
い
た
萩
原
鹿
之
助
の
萩
原
姓
を
継
承
し
た
。
萩
原
（
旧
姓
石
川
）
は
、
明
治
二
八
年
七
月
に
（
東
京
）
帝
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国
大
学
法
科
大
学
を
卒
業
後
、
同
年
九
月
の
第
二
回
外
交
官
領
事
官
試
験
に
合
格
、
同
期
合
格
者
の
中
に
は
萩
原
の
後
に
在
奉
天
総

領
事
と
な
る
加
藤
本
四
郎
や
落
合
謙
太
郎
が
い
る
。
外
務
省
入
省
後
、
萩
原
は
、
明
治
三
〇
年
二
月
に
は
在
独
公
使
館
外
交
官
補
、

明
治
三
二
年
二
月
に
は
在
ベ
ル
ギ
ー
公
使
館
三
等
書
記
官
、
明
治
三
四
年
三
月
に
は
在
韓
公
使
館
二
等
書
記
官
に
任
じ
ら
れ
た
後
、

明
治
三
六
年
四
月
に
は
一
等
書
記
官
に
昇
進
し
、
林
権
助
駐
韓
公
使
の
下
で
、
第
一
次
お
よ
び
第
二
次
日
韓
協
約
の
締
結
に
奔
走
し
、

伊
藤
博
文
特
派
大
使
の
信
任
を
得
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

明
治
三
八
年
一
二
月
二
七
日
、
萩
原
は
京
城
に
お
い
て
帰
朝
発
令
を
受
け
、
翌
明
治
三
九
年
一
月
一
三
日
に
帰
国
し
た
後
、
二
月

一
三
日
に
在
米
大
使
館
一
等
書
記
官
を
命
じ
ら
れ
る
が
、
三
月
四
日
、
す
な
わ
ち
満
州
問
題
を
め
ぐ
っ
て
西
園
寺
内
閣
加
藤
高
明
外

相
が
辞
任
し
た
翌
日
、
身
分
は
在
米
大
使
館
一
等
書
記
官
の
ま
ま
滞
京
を
命
じ
ら
れ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
の
赴
任
を
延
期
す
る
。
次
い

で
四
月
七
日
に
は
満
州
へ
の
出
張
を
命
じ
ら
れ
、
四
月
二
六
日
に
北
京
に
到
着
し
た
萩
原
は
、
離
任
間
際
の
内
田
康
哉
駐
清
公
使
に

同
行
し
、
袁
世
凱
等
清
国
政
府
首
脳
を
表
敬
、
清
国
中
央
政
府
の
満
州
に
お
け
る
日
本
の
占
領
行
政
に
か
か
わ
る
評
価
な
ど
を
聴
取

し
た
後
、
天
津
、
営
口
、
旅
順
、
遼
陽
を
経
て
、
現
地
事
情
を
視
察
し
な
が
ら
五
月
一
三
日
に
奉
天
に
到
着
す
る
。
五
月
二
六
日
、

萩
原
は
奉
天
に
お
い
て
初
代
の
在
奉
天
総
領
事
に
任
命
さ
れ
る
が
、
萩
原
に
と
っ
て
、
四
月
七
日
の
満
州
出
張
命
令
は
、
事
実
上
の

在
奉
天
総
領
事
へ
の
発
令
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
萩
原
は
三
八
歳
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
新
た
に
総
領
事
館
を
開
設
す
る
と
い
っ
て
も
、
一
朝
一
夕
に
開
設
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
総
領
事
や
館
員
の
人
選

の
た
め
、
開
館
ま
で
に
は
あ
る
程
度
の
期
間
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
萩
原
に
満
州
へ
の
出
張
が
命
じ
ら
れ
る
一
カ
月
前
、

三
月
四
日
に
滞
京
命
令
が
下
さ
れ
た
の
は
、
発
令
日
は
未
定
な
が
ら
、
萩
原
の
在
奉
天
総
領
事
任
命
が
内
定
し
た
か
ら
と
考
え
ら
れ

る
。
在
奉
天
総
領
事
館
の
開
設
は
、
陸
軍
の
抵
抗
す
る
民
政
へ
の
転
換
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

萩
原
が
在
奉
天
総
領
事
へ
の
発
令
を
み
な
い
ま
ま
、
奉
天
に
は
出
張
と
い
う
名
目
に
よ
り
赴
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

在
奉
天
総
領
事
館
の
開
設
が
正
式
に
決
定
さ
れ
る
前
に
、
外
務
省
が
人
事
を
内
定
す
る
こ
と
に
対
す
る
陸
軍
の
反
発
を
避
け
る
た
め
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で
あ
り
、
そ
の
開
設
準
備
は
全
て
が
内
密
に
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

奉
天
に
総
領
事
館
を
開
設
す
る
こ
と
は
、
満
州
に
お
け
る
占
領
行
政
が
終
了
す
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

三
月
四
日
ま
で
に
萩
原
の
在
奉
天
総
領
事
任
命
が
内
定
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
加
藤
外
相
は
、
そ
れ
ま
で
に
、
満
州
に
お
け
る
占
領

行
政
の
終
了
と
在
奉
天
総
領
事
館
の
開
設
と
い
う
基
本
方
針
を
固
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
三
月
三
日
の
加
藤
外
相
辞
任
の
理
由
が
、

満
州
の
開
放
に
つ
い
て
西
園
寺
首
相
が
陸
軍
の
意
向
に
強
く
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
不
満
の
意
思
表
示
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

加
藤
外
相
辞
任
の
背
景
に
は
、
満
州
に
お
け
る
軍
政
を
終
了
し
、
奉
天
に
総
領
事
館
を
開
設
す
る
と
い
う
加
藤
の
基
本
方
針
に
対
し

て
、
西
園
寺
首
相
が
同
意
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
様
子
が
み
て
と
れ
る
。
萩
原
の
在
奉
天
総
領
事
へ
の
発
令
は
、
日
露
戦
争
後
の
満

州
政
策
を
め
ぐ
っ
て
、
占
領
行
政
の
継
続
を
は
か
ろ
う
と
す
る
陸
軍
と
、
軍
政
か
ら
民
政
へ
の
転
換
を
は
か
ろ
う
と
す
る
外
務
省
と

の
対
立
の
中
で
、
外
務
省
に
お
い
て
密
か
に
潜
行
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
日
露
戦
争
後
の
満
州
の
門
戸
開
放
と
い
う
課
題
の
下
に
、
日
本
は
満
州
に
お
け
る
軍
政
の
民
政
へ
の
転
換
を
推
進
す

る
が
、
本
稿
で
は
、
萩
原
の
在
奉
天
総
領
事
時
代
に
、
萩
原
が
、
す
な
わ
ち
在
奉
天
総
領
事
館
が
、
満
州
問
題
に
つ
い
て
、
何
を
考

え
、
何
を
本
省
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
露
戦
争
後
の
日
本
の
満
州
政
策
に
つ
い
て
、
在
奉

天
総
領
事
の
側
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
）

萩
原
が
奉
天
在
勤
中
の
外
相
は
第
一
次
西
園
寺
内
閣
林
董
外
相
で
あ
る
が
、
明
治
三
九
年
三
月
三
日
に
加
藤
高
明
外
相
が
辞
任
し
た

後
、
駐
英
大
使
の
林
が
英
国
よ
り
帰
国
し
て
外
相
に
就
任
す
る
五
月
一
九
日
ま
で
、
西
園
寺
首
相
が
外
相
を
兼
任
し
た
。
ま
た
外
務
次
官

は
珍
田
捨
己
、
政
務
局
長
は
山
座
円
次
郎
、
通
商
局
長
は
石
井
菊
次
郎
で
あ
っ
た
。

ま
た
萩
原
が
奉
天
在
勤
中
の
駐
清
公
使
は
、
明
治
三
九
年
五
月
一
九
日
に
内
田
康
哉
が
帰
朝
し
た
後
、
同
年
七
月
一
四
日
に
林
権
助
前

駐
韓
公
使
が
着
任
す
る
ま
で
、
阿
部
守
太
郎
一
等
書
記
官
が
臨
時
代
理
公
使
を
務
め
た
。

（
2
）

西
園
寺
首
相
自
身
も
、
四
月
一
四
日
か
ら
五
月
一
四
日
ま
で
一
カ
月
に
わ
た
っ
て
内
密
に
満
州
を
視
察
す
る
が
、
表
向
き
は
若
槻
礼

法学研究 83 巻 5 号（2010 : 5）

36



次
郎
大
蔵
次
官
に
よ
る
満
州
視
察
と
さ
れ
、
西
園
寺
は
山
座
政
務
局
長
な
ど
の
同
行
者
に
ま
ぎ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
外
相
兼
任
の

西
園
寺
は
不
在
中
の
首
相
お
よ
び
外
相
の
臨
時
代
理
を
指
名
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
が
、
奉
天
現
地
で
は
、
総
理
と
し
て
、
趙
爾
巽
奉

天
総
督
等
清
国
要
人
と
会
見
し
て
い
る
（
菊
池
寛

満
鉄
外
史

（
昭
和
五
四
年
、
原
書
房
）
九
四
ペ
ー
ジ
）。

二

満
州
統
治
問
題
（
1

在
奉
天
総
領
事
館
の
開
館
）

明
治
三
九
年
四
月
七
日
、
萩
原
が
満
州
へ
の
出
張
を
命
じ
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
在
芝
罘
（
烟
台
）
領
事
館
堺
与
三
吉
書
記
生
、

在
厦
門
領
事
館
八
木
元
八
書
記
生
に
は
、
萩
原
の
満
州
出
張
へ
の
随
行
が
命
じ
ら
れ
た
。
五
月
六
日
、
萩
原
は
営
口
（
牛
荘
港
）
に

到
着
す
る
が
、
同
八
日
に
は
在
牛
荘
領
事
館
太
田
喜
平
領
事
官
補
に
も
萩
原
の
出
張
へ
の
随
行
が
命
じ
ら
れ
、
太
田
は
、
翌
九
日
、

牛
荘
か
ら
奉
天
に
入
り
、
秋
洲
郁
三
郎
外
務
属
な
ら
び
に
警
備
官
な
ど
を
同
道
す
る
萩
原
の
奉
天
到
着
の
受
け
入
れ
準
備
に
あ
た
っ

た
。
ま
た
八
木
は
萩
原
が
奉
天
に
到
着
す
る
前
日
の
五
月
一
二
日
に
、
堺
は
萩
原
が
奉
天
に
到
着
す
る
一
三
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
奉
天

に
入
っ
て
い
る
。
五
月
二
六
日
、
萩
原
が
在
奉
天
総
領
事
に
発
令
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、
太
田
、
堺
、
八
木
お
よ
び
秋
洲
の
四
名
に

も
在
奉
天
総
領
事
館
在
勤
が
命
じ
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
秋
洲
は
書
記
生
に
昇
進
し
た
。
こ
の
陣
容
に
よ
り
、
六
月
一
日
、
趙
爾
巽
奉
天

総
督
等
の
出
席
を
得
て
、
萩
原
は
在
奉
天
総
領
事
館
の
開
館
式
を
開
催
し
た
。

萩
原
が
在
奉
天
総
領
事
で
あ
っ
た
時
代
に
、
萩
原
を
補
佐
し
、
萩
原
が
不
在
の
際
に
は
総
領
事
代
理
を
務
め
る
次
席
は
、
開
館
時

は
入
省
後
三
年
の
太
田
で
あ
っ
た
。
太
田
は
、
翌
明
治
四
〇
年
三
月
一
八
日
、
哈
爾
賓
に
開
設
さ
れ
る
新
総
領
事
館
の
次
席
に
転
任

し
、
後
任
に
は
、
三
月
一
三
日
に
前
年
九
月
の
外
交
官
領
事
官
試
験
に
合
格
し
た
ば
か
り
の
吉
田
茂
領
事
官
補
が
着
任
し
た
。
ま
た

そ
の
他
の
総
領
事
館
員
は
、
開
館
時
の
三
名
の
書
記
生
に
加
え
て
、
明
治
三
九
年
七
月
一
七
日
に
白
洲
十
平
書
記
生
が
、
ま
た
一
一

月
三
〇
日
に
草
政
吉
通
訳
生
が
着
任
し
、
萩
原
が
奉
天
か
ら
離
任
す
る
時
に
は
、
館
員
数
は
総
領
事
以
下
総
員
七
名
と
な
っ
て
い
た
。
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因
み
に
、
明
治
三
九
年
一
一
月
の
時
点
に
お
け
る
在
清
国
公
使
館
、
在
上
海
総
領
事
館
の
館
員
数
は
七
名
、
ま
た
在
天
津
総
領
事

館
は
六
名
、
在
英
大
使
館
は
八
名
、
在
米
大
使
館
は
五
名
、
在
露
公
使
館
は
七
名
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
在
奉
天
総
領
事
館

の
館
員
総
数
が
七
名
と
い
う
の
は
、
在
外
公
館
と
し
て
の
規
模
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
省
が
日
露
戦
争
後
に
お

け
る
満
州
問
題
の
重
要
性
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
、
館
員
配
置
に
つ
い
て
も
相
当
な
考
慮
を
加
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

特
に
、
堺
や
八
木
の
よ
う
に
、
奉
天
在
勤
後
、
大
正
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
は
あ
る
が
、
館
長
と
し
て
、
哈
爾
賓
、
間
島
、
吉
林
の

在
満
領
事
館
に
在
勤
す
る
よ
う
な
人
材
を
配
置
し
た
と
こ
ろ
に
も
、
そ
の
配
慮
の
跡
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
在
外
公
館
の
開
設
は
、
当
時
は
閣
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
た
。
日
本
が
満
州
に
開
設
し
た
最
初
の
領
事
館
は
、
明
治

九
年
三
月
二
八
日
、
遼
河
河
口
近
く
の
左
岸
に
開
設
し
た
在
牛
荘
領
事
館
で
あ
る
が
、
日
露
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
、
同
領
事
館
は

一
時
引
き
揚
げ
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
の
、
日
本
軍
が
営
口
を
占
領
し
た
後
、
明
治
三
七
年
八
月
四
日
に
伊
集
院
彦
吉
在
天
津
総

領
事
が
営
口
に
入
り
、
領
事
業
務
を
再
開
し
た
。
ま
た
日
露
戦
争
後
に
満
州
に
開
設
さ
れ
た
最
初
の
領
事
館
は
、
在
奉
天
総
領
事
館

が
開
設
さ
れ
る
一
カ
月
前
の
明
治
三
九
年
五
月
一
日
、
鴨
緑
江
河
口
近
く
の
右
岸
、
す
な
わ
ち
韓
国
新
義
州
の
鴨
緑
江
対
岸
に
開
設

さ
れ
た
在
安
東
領
事
館
で
あ
る
。
在
奉
天
総
領
事
館
が
開
館
し
た
時
に
は
、
在
牛
荘
、
在
安
東
両
領
事
館
が
す
で
に
開
設
さ
れ
て
い

た
。ま

た
領
事
館
を
開
設
す
る
際
に
は
、
必
ず
管
轄
区
域
を
定
め
る
必
要
が
あ
り
、
当
時
の
管
轄
区
域
は
外
務
省
令
に
よ
り
決
定
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
た
め
奉
天
に
総
領
事
館
を
開
設
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
在
奉
天
総
領
事
館
と
既
設
の
在
牛
荘
、
在
安
東
両
領
事
館
と

の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
区
域
を
確
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
在
奉
天
総
領
事
館
の
開
館
に
先
立
っ
て
、
そ
の
管
轄
区
域
は

黒
竜
江
省
、
吉
林
省
お
よ
び
盛
京
省
中
安
東
、
牛
荘
領
事
館
の
管
轄
に
属
せ
ざ
る

地
域
と
さ
れ
、
在
安
東
領
事
館
の
管
轄
区
域

に
つ
い
て
は
、

盛
京
省
中
安
東
県
、
岬
厳
州
、
寛
匐
県
、
通
化
県
、
懐
仁
県
、
臨
江
県
お
よ
び
輯
安
県

、
ま
た
在
牛
荘
領
事
館
に

つ
い
て
は
、

盛
京
省
中
復
州
、
営
口
庁
、
蓋
平
県
、
海
城
県
お
よ
び
錦
州
府

と
さ
れ
た
。
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開
館
当
初
の
在
奉
天
総
領
事
館
の
管
轄
区
域
は
、
在
牛
荘
、
在
安
東
両
領
事
館
の
管
轄
区
域
と
関
東
州
を
除
く
全
満
州
に
お
よ
ん

で
い
た
が
、
明
治
四
〇
年
三
月
四
日
に
在
哈
爾
賓
総
領
事
館
が
、
続
い
て
同
月
一
〇
日
に
在
吉
林
領
事
館
が
開
館
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
管
轄
区
域
は
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
。
ま
ず
黒
竜
江
省
の
全
域
と
吉
林
省
北
部
（
伯
都
訥
庁
、
五
常
庁
、
寧
古
塔
お
よ
び
そ
の
北
側
）

お
よ
び
嫩
江
以
東
の
盛
京
省
は
在
哈
爾
賓
総
領
事
館
の
管
轄
区
域
と
な
り
、
吉
林
省
の
在
哈
爾
賓
総
領
事
館
の
管
轄
区
域
を
除
い
た

吉
林
省
南
部
が
、
在
吉
林
領
事
館
の
管
轄
区
域
と
な
っ
た
。
但
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
吉
林
省
に
あ
っ
て
も
、
長
春
に
は
す
で
に

前
年
一
一
月
一
五
日
に
在
奉
天
総
領
事
館
分
館
が
開
設
さ
れ
て
い
た
た
め
、
長
春
は
引
き
続
き
在
奉
天
総
領
事
館
の
管
轄
区
域
と
さ

れ
た
。
そ
の
結
果
、
在
奉
天
総
領
事
館
の
管
轄
区
域
は

盛
京
省
中
安
東
、
牛
荘
領
事
館
な
ら
び
に
在
哈
爾
賓
総
領
事
館
の
管
轄
に

属
せ
ざ
る
地
方
、
吉
林
省
長
春
府
（
農
安
を
含
む
）

へ
と
狭
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
在
奉
天
総
領
事
館
を
開
設
す
る
準
備
は
整
え
ら
れ
た
が
、
占
領
行
政
の
担
い
手
で
あ
る
関
東
総
督
府
の
軍
政
官
と
新
た

に
任
命
さ
れ
る
総
領
事
と
の
間
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
何
も
決
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
萩
原
は
、
五
月
一
四
日
、
奉
天
到
着

の
翌
日
、
西
園
寺
首
相
兼
任
外
相
に
対
し
て
、
営
口
で
は
明
治
三
七
年
八
月
の
領
事
業
務
再
開
以
来
、
軍
政
官
と
領
事
が
並
立
し
た

職
務
分
担
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
軍
政
官
が
、
邦
人
の
居
住
や
営
業
に
対
す
る
許
諾
の
権
限
を
も
ち
、
邦
人
取
締
り

の
た
め
の
罰
則
を
設
け
る
な
ど
、
軍
政
官
の
権
限
が
必
要
以
上
に
拡
大
さ
れ
、
領
事
の
存
在
意
義
が
失
わ
れ
て
い
る
と
の
所
見
を
伝

え
て
い
る
。
ま
た
軍
政
署
が
廃
止
さ
れ
る
日
取
り
に
つ
い
て
も
何
も
決
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
山
座
円
次
郎
政
務
局
長
が
満

州
に
出
張
し
、
六
月
二
〇
日
、
奉
天
に
お
い
て
福
島
安
正
参
謀
本
部
次
長
と
協
議
し
、
奉
天
軍
政
署
の
廃
止
は
八
月
一
日
、
そ
れ
に

先
立
つ
七
月
一
日
に
は
、
同
軍
政
官
の
邦
人
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
権
限
を
在
奉
天
総
領
事
に
移
管
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
こ

れ
に
し
た
が
い
、
南
満
州
各
地
の
軍
政
署
の
多
く
は
、
八
月
一
日
を
目
処
に
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
在
奉
天
総
領
事
館
分
館

や
出
張
所
が
開
設
さ
れ
る
。

在奉天総領事 萩原守一

39



（
1
）

明
治
三
九
年
六
月
一
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
西
園
寺
兼
任
外
相
宛
電
報
第
二
三
号
（
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
外
務
省
記
録
（
以

下

外
史

と
略
）
5
・
2
・
6
・
6
│
6
）。

（
2
）

こ
こ
で
い
う
在
奉
天
総
領
事
館
の
館
員
に
は
、
遼
陽
出
張
所
お
よ
び
鉄
嶺
、
新
民
屯
、
長
春
各
分
館
在
勤
者
は
含
ま
な
い
。

な
お
、
太
田
喜
平
は
、
明
治
三
六
年
九
月
の
第
一
二
回
外
交
官
領
事
官
試
験
に
合
格
、
在
奉
天
、
在
哈
爾
賓
両
総
領
事
館
勤
務
の
後
、

明
治
四
二
年
九
月
二
七
日
か
ら
大
正
四
年
一
〇
月
九
日
ま
で
、
領
事
（
館
長
）
と
し
て
再
び
在
牛
荘
領
事
館
に
在
勤
す
る
。
ま
た
太
田
は
、

萩
原
総
領
事
時
代
に
は
、
明
治
三
九
年
八
月
（
具
体
的
な
日
付
は
不
明
）
か
ら
九
月
二
八
日
ま
で
総
領
事
代
理
を
務
め
た
。

（
3
）

吉
田
茂
は
、
明
治
三
九
年
九
月
の
第
一
五
回
外
交
官
領
事
官
試
験
に
合
格
し
、
奉
天
勤
務
は
駐
英
大
使
を
最
後
に
退
官
す
る
ま
で
の

外
交
官
生
活
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
吉
田
は
萩
原
が
離
任
し
た
後
も
、
後
任
の
加
藤
本
四
郎
総
領
事
の
下
で
次
席
を
務
め
、
明
治
四
一
年

一
〇
月
に
奉
天
よ
り
帰
国
し
、
同
年
一
一
月
に
は
在
英
大
使
館
外
交
官
補
、
翌
年
一
二
月
に
は
在
伊
大
使
館
三
等
書
記
官
、
大
正
元
年
九

月
に
は
在
安
東
領
事
と
な
り
、
大
正
一
四
年
一
〇
月
に
は
第
七
代
在
奉
天
総
領
事
と
し
て
再
び
奉
天
に
在
勤
す
る
。

な
お
、
吉
田
は
、
萩
原
総
領
事
時
代
に
は
明
治
四
〇
年
四
月
一
〇
日
か
ら
六
月
一
三
日
ま
で
総
領
事
代
理
を
務
め
た
。

（
4
）

八
木
元
八
は
、
明
治
三
五
年
九
月
の
第
七
回
外
務
省
留
学
生
試
験
に
合
格
し
た
ロ
シ
ア
語
の
専
門
家
で
、
昭
和
二
年
九
月
に
在
哈
爾

賓
総
領
事
と
な
る
。
ま
た
堺
与
三
吉
は
元
陸
軍
通
訳
で
、
明
治
三
一
年
に
中
国
語
通
訳
生
と
し
て
外
務
省
に
採
用
さ
れ
、
在
奉
天
総
領
事

館
勤
務
の
後
、
明
治
四
一
年
一
〇
月
に
斉
々
哈
爾
に
転
出
し
、
副
領
事
と
し
て
在
斉
々
哈
爾
領
事
館
の
開
館
準
備
に
携
わ
っ
た
後
、
大
正

一
〇
年
一
二
月
二
六
日
に
は
在
間
島
総
領
事
、
次
い
で
翌
年
一
〇
月
一
二
日
に
は
在
吉
林
総
領
事
と
な
る
。

（
5
）

明
治
三
九
年
五
月
二
九
日
林
外
相
発
在
奉
天
萩
原
総
領
事
宛
公
信
送
第
五
号
（

外
史

6
・
1
・
2
・
32
）。

（
6
）

明
治
四
〇
年
二
月
一
八
日
林
外
相
発
在
奉
天
萩
原
総
領
事
宛
電
報
第
二
四
号
（

外
史

6
・
1
・
2
・
32
）。

同
二
月
一
八
日
の
時
点
で
は
、
す
で
に
長
春
と
斉
々
哈
爾
に
も
領
事
館
を
開
設
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
在
満
領
事
館
の
管
轄
区
域

を
見
直
し
て
い
る
。
在
斉
々
哈
爾
領
事
館
は
翌
年
一
一
月
に
開
館
さ
れ
、
黒
竜
江
省
全
域
が
同
領
事
館
の
管
轄
区
域
に
編
入
さ
れ
る
。

ま
た
、
萩
原
の
奉
天
在
勤
中
の
在
満
領
事
は
、
在
牛
荘
領
事
は
瀬
川
浅
之
進
で
あ
っ
た
が
、
明
治
四
〇
年
二
月
一
二
日
に
窪
田
文
三
に

交
代
す
る
。
在
安
東
領
事
は
岡
部
三
郎
で
あ
っ
た
。
ま
た
新
設
の
在
哈
爾
賓
総
領
事
に
は
川
上
俊
彦
、
在
吉
林
領
事
に
は
島
川
毅
三
郎
が

そ
れ
ぞ
れ
着
任
す
る
。

（
7
）

明
治
三
九
年
五
月
一
四
日
在
奉
天
萩
原
書
記
官
発
西
園
寺
兼
任
外
相
宛
電
報
第
二
号
。
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同
一
八
日
在
奉
天
萩
原
書
記
官
発
西
園
寺
兼
任
外
相
宛
公
信
（
無
番
号
）（
以
上
、

外
史

6
・
1
・
2
・
44
）。

（
8
）

明
治
三
九
年
六
月
二
〇
日
山
座
政
務
局
長
（
奉
天
出
張
）
発
林
外
相
宛
電
報
第
三
号
。

同
六
月
三
〇
日
、
八
月
一
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
電
報
第
四
八
号
、
第
七
九
号
（
以
上
、

外
史

5
・
2
・
6
・
6
│

3
）。

三

満
州
統
治
問
題
（
2

在
満
領
事
館
体
制
の
確
立
）

㈠

在
満
領
事
館
体
制
の
確
立

明
治
三
九
年
五
月
六
日
、
営
口
に
到
着
し
た
萩
原
は
、
西
園
寺
首
相
兼
任
外
相
に
対
し
て
、
袁
世
凱
は
じ
め
清
国
政
府
中
央
が
、

日
本
の
満
州
に
お
け
る
軍
政
の
実
態
に
つ
い
て
強
い
不
満
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
、
そ
れ
が
日
清
満
州
善
後
条
約
の
履
行
に

お
い
て
も
障
害
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
所
見
を
伝
え
て
い
る
。

ま
た
萩
原
は
、
奉
天
に
到
着
し
た
翌
日
、
五
月
一
四
日
に
は
趙
爾
巽
奉
天
総
督
を
表
敬
し
、
ま
た
翌
一
五
日
に
は
同
総
督
の
答
礼

を
受
け
、
こ
の
二
度
に
わ
た
る
会
談
に
お
い
て
、
同
総
督
が
、
鴨
緑
江
上
流
に
お
け
る
日
本
人
に
よ
る
木
材
伐
採
問
題
な
ど
の
事
例

を
あ
げ
、
軍
政
を
統
轄
し
て
い
る
大
島
義
昌
関
東
総
督
の
施
政
で
は
、
事
態
が
一
向
に
改
善
さ
れ
な
い
と
の
窮
状
が
訴
え
ら
れ
た
こ

と
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
関
東
総
督
府
に
あ
っ
て
は
日
露
戦
争
の
勝
利
に
過
信
し
、
こ
の
ま
ま
軍
政
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

見
る
べ
き
成
果
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
日
露
戦
争
勝
利
の
栄
光
に
も
傷
を
つ
け
か
ね
ず
、
ま
た
日
清
関
係
や
対
欧
米
関
係
に
も
悪
影

響
を
与
え
か
ね
な
い
と
の
懸
念
を
伝
え
、
早
急
に
占
領
行
政
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
の
意
見
具
申
を
行
っ
て
い
る
。

在
奉
天
総
領
事
館
の
開
館
後
、
萩
原
は
林
外
相
に
対
し
て
、
軍
政
が
終
了
し
た
後
、
開
放
さ
れ
た
都
市
に
は
直
ち
に
領
事
館
を
開

設
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た
が
、
明
治
三
九
年
七
月
四
日
に
も
、
軍
政
終
了
後
も
長
く
そ
の
地
を
開
放
し
な
け
れ
ば
、
同
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地
に
居
住
す
る
邦
人
の
財
産
等
を
め
ぐ
っ
て
、
清
国
当
局
と
の
間
に
、
邦
人
居
留
民
に
と
っ
て
不
利
に
な
る
よ
う
な
争
議
が
起
こ
り

か
ね
な
い
と
し
て
、
特
に
鉄
嶺
や
遼
陽
の
よ
う
に
、
す
で
に
多
く
の
邦
人
が
進
出
し
、
多
く
の
利
権
を
獲
得
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

軍
政
の
終
了
と
同
時
に
、
総
領
事
館
分
館
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
意
見
具
申
を
行
っ
て
い
る
。
八
月
一
日
に
は
鉄
嶺
で
、
ま

た
三
日
に
は
遼
陽
で
軍
政
署
が
廃
止
さ
れ
、
代
わ
っ
て
在
奉
天
総
領
事
館
出
張
所
が
開
設
さ
れ
、
鉄
嶺
に
は
天
野
恭
太
郎
副
領
事
、

遼
陽
に
は
速
水
一
孔
副
領
事
が
派
遣
さ
れ
た
。
さ
ら
に
九
月
二
〇
日
、
鉄
嶺
出
張
所
は
在
奉
天
総
領
事
館
分
館
と
な
り
、
天
野
が
分

館
主
任
に
任
じ
ら
れ
た
。
ま
た
遼
陽
出
張
所
と
鉄
嶺
分
館
は
明
治
四
一
年
九
月
一
〇
日
に
領
事
館
に
格
上
げ
さ
れ
る
。
他
方
、
明
治

三
九
年
一
〇
月
一
日
に
は
新
民
屯
で
も
軍
政
署
が
廃
止
さ
れ
、
出
張
所
が
開
設
さ
れ
た
後
、
一
一
月
一
五
日
に
は
同
出
張
所
は
在
奉

天
総
領
事
館
分
館
に
な
っ
た
。

明
治
三
九
年
一
〇
月
一
六
日
、
露
国
軍
撤
退
後
の
様
子
を
視
察
す
る
た
め
に
長
春
に
出
張
し
た
萩
原
は
、
同
市
に
お
け
る
商
業
活

動
が
予
想
外
に
活
発
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
清
鉄
道
と
満
鉄
と
の
接
続
業
務
が
始
ま
れ
ば
、
同
市
は
さ
ら
に
発
展
す
る
と
予
想
し
、

鉄
道
連
絡
協
定
の
実
施
の
た
め
に
も
、
同
地
に
領
事
の
駐
在
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
占
領
行
政
の
終
了
に
よ
っ
て
自

由
な
経
済
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
関
東
総
督
府
の
軍
政
署
に
代
え
て
、
邦
人
の
経
済
活
動
の
保
護
支
援
の
た
め
、
邦
人

が
居
留
す
る
主
な
都
市
に
は
総
領
事
館
な
い
し
領
事
館
の
開
設
が
必
要
で
あ
り
、
独
立
し
た
領
事
館
の
開
設
が
難
し
け
れ
ば
在
奉
天

総
領
事
館
の
分
館
を
開
設
す
る
、
ま
た
分
館
の
開
設
も
難
し
い
場
合
に
は
在
奉
天
総
領
事
館
の
出
張
所
を
開
設
し
、
館
員
を
出
張
駐

在
さ
せ
る
な
ど
、
何
ら
か
の
方
途
に
よ
り
領
事
を
派
遣
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
の
意
見
具
申
を
行
っ
て
い
る
。
同
年
一
一
月
一
五
日
、

新
民
屯
と
と
も
に
長
春
に
も
分
館
が
開
設
さ
れ
る
が
、
長
春
館
は
、
翌
明
治
四
〇
年
一
一
月
一
〇
日
、
萩
原
が
奉
天
を
離
任
し
た
直

後
に
な
る
が
、
領
事
館
に
格
上
げ
さ
れ
る
。

長
春
か
ら
さ
ら
に
哈
爾
賓
に
ま
で
足
を
伸
ば
し
た
萩
原
は
、
一
〇
月
一
八
日
、
露
国
が
す
で
に
庫
倫
（
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
）
駐
在

領
事
を
総
領
事
と
し
て
哈
爾
賓
に
派
遣
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
、
哈
爾
賓
に
は
、
長
春
以
南
の
よ
う
な
日
露
戦
争
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中
に
日
本
軍
が
占
領
し
た
地
域
と
は
異
な
り
、
邦
人
居
留
地
が
な
い
た
め
に
、
ま
ず
居
留
地
を
画
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
必
要

が
あ
る
と
の
所
見
を
伝
え
て
い
る
。
同
地
方
は
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
成
立
後
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
露
国
軍
が
残
存
し
、
露

国
人
が
満
州
南
部
の
日
本
軍
占
領
地
を
、
ま
た
日
本
人
が
満
州
北
部
を
往
来
す
る
こ
と
は
制
限
さ
れ
て
い
た
が
、
同
年
九
月
二
八
日

か
ら
は
、
満
州
の
南
部
と
北
部
と
を
問
わ
ず
、
日
露
両
国
国
民
が
相
互
に
自
由
に
往
来
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
日
露
戦
争

開
戦
前
に
哈
爾
賓
に
居
住
し
て
い
た
邦
人
を
は
じ
め
、
新
た
に
同
市
に
て
経
済
活
動
の
可
能
性
を
求
め
る
邦
人
の
進
出
が
予
想
さ
れ
、

萩
原
は
哈
爾
賓
に
も
総
領
事
館
の
開
設
が
急
務
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
翌
明
治
四
〇
年
三
月
四
日
、
満
州
に
お
い
て
は
二

番
目
の
総
領
事
館
が
哈
爾
賓
に
開
設
さ
れ
る
。

ま
た
吉
林
に
は
堺
書
記
生
を
出
張
さ
せ
た
萩
原
は
、
一
〇
月
三
一
日
、
邦
人
お
よ
び
諸
外
国
人
が
同
市
に
進
出
し
、
利
権
の
獲
得

に
奔
走
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
た
め
、
同
市
の
開
放
と
と
も
に
、
日
本
か
ら
同
地
に
駐
在
す
る
領
事
の
派
遣
が
急
務
と
す
る
同
書

記
生
の
出
張
報
告
を
本
省
に
送
付
し
た
。
吉
林
に
は
、
在
哈
爾
賓
総
領
事
館
の
開
設
直
後
、
明
治
四
〇
年
三
月
一
〇
日
に
領
事
館
が

開
設
さ
れ
る
。

萩
原
は
、
満
州
に
お
け
る
民
政
の
確
立
を
推
進
す
る
た
め
、
特
に
満
州
各
地
が
開
放
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
開
放
さ
れ
た
都
市

に
は
早
急
に
領
事
館
を
開
設
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
た
が
、
明
治
四
二
年
一
一
月
二
日
に
在
間
島
総
領
事
館
が
開
設
さ

れ
る
ま
で
の
三
年
半
の
間
に
、
日
本
が
満
州
事
変
に
い
た
る
ま
で
に
満
州
各
地
に
開
設
す
る
主
な
領
事
館
の
全
て
が
開
設
さ
れ
る
。

軍
政
の
終
了
後
は
直
ち
に
領
事
館
を
開
設
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
萩
原
の
主
張
は
、
本
省
の
支
持
も
得
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。萩

原
が
推
進
し
た
領
事
館
の
開
設
は
、
満
州
が
日
本
の
主
権
の
お
よ
ぶ
植
民
地
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
お
り
、
満
州
問
題

評
議
会
で
は
、
軍
政
の
継
続
を
主
張
す
る
児
玉
等
に
対
し
て
、
伊
藤
が
、
満
州
は
日
本
の
属
地
で
は
な
く
清
国
の
一
部
と
認
め
た
上

で
、
属
地
で
も
な
い
場
所
に
日
本
の
主
権
の
行
わ
れ
る
道
理
は
な
い
と
述
べ
た
よ
う
に
、
萩
原
が
満
州
各
地
に
領
事
館
を
開
設
し
、

在奉天総領事 萩原守一

43



領
事
権
限
に
よ
っ
て
在
留
邦
人
の
保
護
と
そ
の
経
済
活
動
を
支
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
満
州
問
題
協
議
会
に
お
い
て
、
伊
藤
が
主

張
し
た
民
政
へ
の
転
換
に
則
っ
た
考
え
方
で
あ
っ
た
。

（
1
）

明
治
三
九
年
五
月
五
日
在
天
津
萩
原
書
記
官
発
西
園
寺
兼
任
外
相
宛
公
信
（
無
番
号
）（

外
史

5
・
2
・
6
・
6
│
3
）。

同
六
日
在
営
口
萩
原
書
記
官
発
西
園
寺
兼
任
外
相
宛
電
報
第
一
号
（
外
務
省
編

日
本
外
交
文
書

第
三
九
巻
第
一
冊
七
八
〇
文
書
、

以
下
、

外
文

三
九
│
一
、
七
八
〇
の
よ
う
に
略
す
）。

（
2
）

明
治
三
九
年
五
月
二
一
日
在
奉
天
萩
原
書
記
官
発
林
外
相
宛
電
報
第
一
号
（

外
文

三
九
│
一
、
六
三
四
）。

鴨
緑
江
上
流
の
木
材
伐
採
問
題
は
、
日
露
戦
争
中
に
満
州
軍
が
木
材
を
徴
用
し
て
い
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
戦
争
終
了
後
に
も
伐
採
は

続
け
ら
れ
、
し
か
も
無
償
で
徴
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
萩
原
が
、
奉
天
へ
の
途
次
、
天
津
に
お
い
て
同
地
の
木
材
業

者
か
ら
善
処
を
要
望
さ
れ
た
経
緯
も
あ
り
、
萩
原
も
関
心
を
も
っ
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
（

外
文

三
九
│
一
、
六
三
三
）。

（
3
）

明
治
三
九
年
七
月
四
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
電
報
第
五
四
号
（

外
文

三
九
│
一
、
二
〇
五
）。

分
館
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
区
域
が
設
定
さ
れ
、
長
春
分
館
の
管
轄
区
域
が
長
春
府
と
農
安
県
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
分
館

所
在
地
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
が
管
轄
区
域
と
さ
れ
た
。

な
お
、
速
水
は
、
明
治
四
一
年
九
月
一
〇
日
に
遼
陽
出
張
所
が
領
事
館
に
格
上
げ
さ
れ
た
後
、
引
き
続
い
て
在
奉
天
総
領
事
館
で
在
勤

す
る
。
ま
た
天
野
は
、
同
年
七
月
二
日
に
鉄
嶺
を
離
任
し
た
後
、
落
合
謙
太
郎
総
領
事
の
時
代
に
、
次
席
と
し
て
再
び
在
奉
天
総
領
事
館

に
在
勤
す
る
。

（
4
）

明
治
三
九
年
八
月
一
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
（
鉄
嶺
出
張
）
発
林
外
相
宛
電
報
（
無
番
号
）。

同
九
月
二
一
日
在
鉄
嶺
天
野
副
領
事
発
林
外
相
宛
電
報
（
無
番
号
）（
以
上
、

外
史

6
・
1
・
5
・
6
│
56
）。

同
八
月
三
日
在
遼
陽
速
水
副
領
事
発
林
外
相
公
信
第
一
号
（

外
史

6
・
1
・
5
・
6
│
55
）。

な
お
、
分
館
主
任
の
清
国
現
地
当
局
者
と
の
交
渉
に
際
し
て
は
、
国
内
法
上
の
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
分
館
主
任
に
も
在
外
公
館
長
と

し
て
の
権
限
を
付
与
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
っ
た
議
論
も
あ
っ
た
が
、
実
際
に
勅
令
と
し
て
発
令
さ
れ
る
ま
で
に
は
い
た
ら
ず
、
制
度
上
、

分
館
主
任
に
も
在
外
公
館
長
と
同
様
の
権
限
が
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
本
省
と
の
間
の
電
報
、
公
信
は
、
親
公
館
（
本
稿

に
つ
い
て
い
え
ば
、
在
奉
天
総
領
事
館
）
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
、
や
り
と
り
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
、
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限
定
的
な
が
ら
、
在
外
公
館
長
と
同
様
の
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
（

外
史

6
・
1
・
2
・
64
）。

（
5
）

明
治
三
九
年
一
一
月
一
六
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
電
報
第
一
七
六
号
（

外
史

6
・
1
・
5
・
6
│
53
）。

（
6
）

明
治
三
九
年
一
〇
月
一
六
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
（
長
春
出
張
）
発
林
外
相
宛
電
報
無
番
号
（

外
文

三
九
│
一
、
二
六
五
）。

同
一
一
月
一
五
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
（
寛
城
子
出
張
）
発
林
外
相
宛
電
報
（
無
番
号
）（

外
史

6
・
1
・
5
・
6
│
54
）。

（
7
）

明
治
三
九
年
一
〇
月
一
九
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
（
哈
爾
賓
出
張
）
発
林
外
相
宛
電
報
第
二
号
（

外
文

三
九
│
一
、
二
六
六
）。

同
一
二
月
三
一
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
公
信
機
密
第
一
五
〇
号
（

外
史

6
・
1
・
5
・
6
│
49
）。

在
哈
爾
賓
総
領
事
館
の
開
設
に
あ
た
っ
て
、
珍
田
次
官
は
萩
原
に
在
哈
爾
賓
総
領
事
へ
の
転
任
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
萩
原
は
こ
れ
を

固
辞
す
る
と
と
も
に
、
在
哈
爾
賓
総
領
事
に
は
露
語
の
堪
能
な
人
物
を
配
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
意
見
具
申
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
に

し
た
が
っ
て
、
初
代
在
哈
爾
賓
総
領
事
に
は
、
露
語
専
門
の
川
上
俊
彦
在
浦
潮
駐
在
貿
易
官
が
起
用
さ
れ
た
。

（
8
）

明
治
三
九
年
一
〇
月
三
一
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
公
信
機
密
第
一
二
七
号
（

外
文

三
九
│
一
、
二
七
〇
）。

㈡

在
満
領
事
館
体
制
と
満
鉄

明
治
三
九
年
六
月
七
日
、
勅
令
第
一
四
二
号
に
よ
っ
て
満
鉄
の
設
立
が
裁
可
さ
れ
た
後
、
七
月
二
二
日
、
西
園
寺
首
相
な
ら
び
に

原
敬
内
相
か
ら
、
満
鉄
総
裁
へ
の
就
任
を
強
く
求
め
ら
れ
た
後
藤
新
平
台
湾
総
督
府
民
政
長
官
は
、
す
で
に
勅
令
に
よ
っ
て
満
鉄
の

設
立
が
決
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
満
鉄
が
終
局
的
に
は
外
相
の
監
督
を
受
け
る
こ
と
は
止
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
植
民
地
経
営
に

つ
い
て
の
経
験
が
な
い
関
東
都
督
の
指
揮
を
受
け
る
こ
と
に
は
強
く
抵
抗
し
、
後
藤
は
、
満
鉄
総
裁
が
関
東
都
督
顧
問
と
し
て
都
督

府
の
行
政
全
般
に
関
与
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
満
鉄
総
裁
へ
の
就
任
を
受
諾
す
る
。

他
方
、
林
外
相
は
明
治
三
九
年
八
月
三
〇
日
か
ら
九
月
一
〇
日
ま
で
休
職
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
満
鉄
総
裁
の
関
東
都
督
顧
問

へ
の
就
任
に
反
対
す
る
抗
議
の
意
思
表
示
と
い
わ
れ
て
い
る
。
満
鉄
に
は
鉄
道
付
属
地
に
お
け
る
行
政
権
が
付
与
さ
れ
、
関
東
都
督

に
は
、
関
東
州
の
域
を
超
え
て
、
満
鉄
沿
線
の
鉄
道
付
属
地
に
お
け
る
警
察
権
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
満
鉄
総
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裁
に
都
督
府
行
政
へ
の
関
与
を
認
め
れ
ば
、
満
鉄
が
鉄
道
付
属
地
に
お
け
る
行
政
権
と
警
察
権
を
一
手
に
収
め
る
こ
と
と
も
な
り
、

在
奉
天
総
領
事
館
な
ど
、
満
鉄
沿
線
の
領
事
館
の
領
事
権
限
に
対
す
る
満
鉄
の
介
入
が
懸
念
さ
れ
た
た
め
と
い
え
よ
う
。

満
鉄
開
業
後
、
明
治
四
〇
年
四
月
二
五
日
、
都
督
府
民
政
長
官
に
中
村
是
公
満
鉄
副
総
裁
が
、
ま
た
八
月
一
七
日
に
は
久
保
田
政

周
満
鉄
理
事
が
都
督
府
警
務
部
警
務
課
長
（
事
務
取
扱
）
に
就
任
す
る
ほ
か
、
五
月
四
日
に
は
鉄
道
経
営
と
い
う
特
殊
性
を
理
由
に
、

満
鉄
の
最
終
的
監
督
主
務
大
臣
を
外
相
か
ら
逓
信
相
に
移
し
た
い
と
す
る
大
島
都
督
か
ら
の
意
見
具
申
が
林
外
相
に
提
出
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
後
藤
満
鉄
総
裁
が
画
策
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
林
外
相
の
懸
念
は
杞
憂
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。
林
外
相
が
中
村
副
総
裁
の
都
督
府
民
政
長
官
の
兼
務
や
満
鉄
の
主
務
大
臣
を
逓
信
相
と
す
る
こ
と
に
強
く
反
対
し
た
た
め
、

中
村
副
総
裁
は
形
式
的
に
は
満
鉄
を
退
任
し
、
都
督
府
民
政
長
官
に
就
任
し
た
後
、
満
鉄
の
嘱
託
と
な
っ
て
改
め
て
副
総
裁
に
就
任

す
る
。
ま
た
主
務
大
臣
の
逓
信
相
へ
の
変
更
は
、
翌
年
七
月
一
四
日
に
第
二
次
桂
内
閣
が
成
立
し
、
後
藤
総
裁
が
満
鉄
総
裁
か
ら
逓

信
相
に
就
任
し
た
こ
と
に
よ
り
実
現
す
る
。
こ
の
結
果
、
清
国
と
の
交
渉
関
係
の
事
案
を
除
い
て
、
満
鉄
に
対
す
る
外
相
の
監
督
権

限
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

後
藤
満
鉄
総
裁
の
描
い
た
満
鉄
経
営
の
根
本
は
、
台
湾
総
督
府
民
政
長
官
と
し
て
の
経
験
に
基
づ
い
て
い
た
が
、
後
藤
総
裁
が
記

し
た

満
鉄
総
裁
就
職
情
由
書

に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
満
鉄
を
、
英
国
の
東
イ
ン
ド
会
社
を
模
倣
し
た
植
民
地
経
営
の
た
め
の

組
織
と
位
置
づ
け
て
い
た
。
後
藤
総
裁
は
、
満
鉄
の
経
営
に
あ
た
っ
て
は
、
鉄
道
、
鉱
山
、
埠
頭
な
ど
を
経
営
す
る
現
業
部
門
だ
け

で
な
く
、
調
査
部
と
と
も
に
、
教
育
や
医
療
な
ど
の
民
生
や
文
化
な
ど
を
担
当
す
る
地
方
部
に
も
力
を
入
れ
、
満
鉄
を
、
単
な
る
鉄

道
経
営
の
た
め
の
一
企
業
と
い
っ
た
枠
を
越
え
、
植
民
地
経
営
機
関
と
し
て
構
築
す
る
が
、
萩
原
が
満
州
に
お
い
て
目
指
し
て
い
た

民
政
は
、
日
本
の
主
権
の
お
よ
ば
な
い
海
外
に
お
い
て
、
領
事
権
限
に
よ
っ
て
在
留
邦
人
を
保
護
し
、
経
済
活
動
を
支
援
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
後
藤
総
裁
の
描
い
た
植
民
地
経
営
と
、
萩
原
が
目
指
し
た
満
州
経
営
と
の
間
に
は
大
き
な
乖
離
が
あ
っ

た
。
こ
の
乖
離
は
、
そ
の
後
も
歴
代
の
内
閣
に
対
し
て
、
満
州
統
治
機
構
の
一
元
化
と
い
う
問
題
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
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（
1
）

南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
編

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
十
年
史

（
昭
和
四
九
年
、
原
書
房
）
一
二
五
│
六
ペ
ー
ジ
。

明
治
四
〇
年
五
月
四
日
大
島
関
東
都
督
発
林
外
相
宛
公
信
号
外
（

外
文

四
〇
│
二
、
一
一
二
四
）。

中
村
副
総
裁
の
都
督
府
民
政
長
官
兼
務
は
、
後
藤
の
構
想
と
は
裏
腹
に
、
一
年
後
の
明
治
四
一
年
五
月
一
九
日
に
は
終
了
す
る
。
民
政

長
官
と
し
て
の
勤
務
地
は
旅
順
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
満
鉄
副
総
裁
と
し
て
の
勤
務
地
は
大
連
で
あ
っ
た
か
ら
、
両
者
を
兼
任
す
る
こ

と
に
は
物
理
的
に
も
無
理
が
あ
っ
た
。
ま
た
久
保
田
の
警
務
課
長
事
務
取
扱
の
兼
任
も
、
明
治
四
一
年
一
月
一
〇
日
に
解
か
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
同
日
付
け
の
都
督
府
官
制
の
改
定
に
よ
り
、
都
督
府
警
務
課
長
を
務
め
る
警
視
総
長
が

勅
任
又
は
奏
任

と
さ
れ
た
た
め
、

満
鉄
理
事
が
都
督
府
警
務
課
長
を
兼
務
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

四

満
州
懸
案
問
題
の
処
理

㈠

鉄
道
問
題

日
清
満
州
善
後
条
約
で
は
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
に
よ
っ
て
露
国
か
ら
日
本
に
譲
渡
さ
れ
た
東
清
鉄
道
南
満
支
線
（
長
春
・
大

連
間
）
な
ど
、
日
本
が
日
露
戦
争
中
に
改
築
な
い
し
建
設
し
た
鉄
道
は
、
日
本
の
満
州
に
お
け
る
鉄
道
権
益
と
し
て
清
国
の
承
認
を

得
た
。
満
鉄
本
線
は
、
野
戦
鉄
道
堤
理
部
が
日
露
戦
争
中
に
露
国
の
建
設
し
た
広
軌
の
軌
道
を
日
本
国
内
で
使
用
さ
れ
て
い
る
狭
軌

に
改
築
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
露
国
が
三
六
年
間
の
租
借
期
限
を
獲
得
し
て
い
た
た
め
、
日
本
は
そ
れ
を
継
承
し
、
す
で
に
経
過
し

た
三
年
間
を
除
く
三
三
年
間
に
限
っ
て
租
借
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
陸
軍
臨
時
軍
用
鉄
道
監
部
が
日
露
戦
争
中
に
兵
站
線
と
し
て
狭

軌
に
よ
り
敷
設
し
た
安
奉
鉄
道
（
安
東
・
奉
天
間
）
に
つ
い
て
は
、
陸
軍
の
撤
兵
の
た
め
の
期
間
を
一
年
間
と
し
、
さ
ら
に
標
準
軌

へ
の
改
築
工
事
期
間
と
し
て
二
年
間
を
加
え
た
上
で
、
そ
の
後
、
一
五
年
間
に
わ
た
っ
て
日
本
の
経
営
権
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、

陸
軍
が
軍
用
軽
便
鉄
道
と
し
て
敷
設
し
た
新
奉
鉄
道
（
新
民
屯
・
奉
天
間
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
に
英
国
が
建
設
し
て
き
た
京
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奉
鉄
道
（
北
京
・
奉
天
間
）
の
最
終
区
間
に
も
あ
た
っ
て
い
た
た
め
、
日
本
が
要
求
す
る
よ
う
な
経
営
権
は
認
め
ら
れ
ず
、
清
国
に

売
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
清
国
に
売
却
後
、
標
準
軌
へ
の
改
築
資
金
の
半
分
は
日
本
か
ら
の
借
款
を
あ
て
る
こ
と
な
ど
が
合

意
さ
れ
た
。

明
治
三
九
年
一
一
月
二
六
日
、
山
縣
伊
三
郎
逓
信
相
に
よ
り
満
鉄
の
設
立
が
認
可
さ
れ
、
後
藤
新
平
が
初
代
の
満
鉄
総
裁
に
就
任

し
た
。
満
鉄
が
経
営
す
る
路
線
は
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
に
よ
っ
て
露
国
よ
り
譲
り
受
け
た
大
連
・
長
春
間
の
満
鉄
本
線
お
よ
び

満
鉄
本
線
に
接
続
す
る
旅
順
線
（
南
関
嶺
・
旅
順
間
）、
営
口
線
（
大
石
橋
・
営
口
間
）、
煙
台
炭
鉱
線
（
煙
台
・
煙
台
炭
鉱
間
）、
撫
順

炭
鉱
線
（
蘇
家
屯
・
撫
順
炭
鉱
間
）
な
ど
の
支
線
、
な
ら
び
に
日
露
戦
争
中
に
陸
軍
臨
時
軍
用
鉄
道
監
部
が
建
設
し
た
安
奉
鉄
道
で

あ
っ
た
。
ま
た
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て
は
、
清
国
に
売
却
さ
れ
る
ま
で
は
満
鉄
に
経
営
が
委
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、

明
治
四
〇
年
四
月
一
日
に
満
鉄
の
営
業
が
開
始
さ
れ
た
。

満
鉄
の
開
業
は
、
満
州
に
お
け
る
占
領
行
政
が
終
了
し
、
満
州
が
日
清
両
国
民
以
外
の
諸
外
国
人
の
経
済
活
動
に
も
開
放
さ
れ
た

こ
と
を
、
国
際
社
会
に
対
し
て
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
明
治
三
八
年
一
〇
月
三
一
日
、
野
戦
鉄
道
提
理
部
は
野
戦
鉄

道
普
通
輸
送
規
定
を
定
め
、
後
の
満
鉄
本
線
と
な
る
軍
用
鉄
道
の
民
間
人
に
よ
る
利
用
を
認
め
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
れ
に
な
ら
っ
て

翌
明
治
三
九
年
四
月
一
日
か
ら
は
、
陸
軍
臨
時
軍
用
鉄
道
監
部
に
お
い
て
も
、
安
奉
鉄
道
の
民
間
人
に
よ
る
利
用
を
認
め
て
い
た
。

も
と
よ
り
こ
の
利
用
は
日
本
人
の
み
で
は
な
く
、
諸
外
国
人
に
も
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
野
戦
鉄
道
提
理
部
に
よ
る
運
行

は
清
国
人
お
よ
び
諸
外
国
人
の
間
で
は
非
常
な
不
評
を
巻
き
起
こ
し
て
い
た
。

満
州
の
軍
用
鉄
道
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
客
車
は
、
日
露
戦
争
中
に
日
本
国
内
か
ら
満
州
に
徴
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
兵
員

や
物
資
の
兵
站
輸
送
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
も
そ
も
一
般
乗
客
の
利
用
に
供
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
客
車
へ
の
不
満
は
止
む
を
得
な
か
っ
た
も
の
の
、
萩
原
も
、
駅
員
や
車
掌
な
ど
鉄
道
提
理
部
職
員
の
清
国
人
へ
の

対
応
が
横
柄
と
い
っ
た
強
い
不
満
を
も
っ
て
い
た
。
鉄
道
提
理
部
職
員
の
大
半
が
、
満
鉄
開
業
後
は
満
鉄
に
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
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っ
て
い
た
た
め
、
こ
う
し
た
不
評
が
満
鉄
の
事
業
拡
大
に
も
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
懸
念
し
た
萩
原
は
、
武
内
徹
鉄
道
提
理
に
注

意
を
促
す
と
と
も
に
、
満
鉄
の
開
業
が
満
州
の
開
放
を
内
外
に
強
く
示
す
こ
と
に
な
る
だ
け
に
、
満
鉄
の
開
業
後
に
は
、
こ
の
よ
う

な
苦
情
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
安
奉
鉄
道
は
、
露
国
が
鉄
道
権
益
と
し
て
獲
得
し
て
い
た
も
の
を
譲
渡
さ
れ
た
満
鉄
本
線
と
は
異
な
り
、
日
露
戦
争
中

に
陸
軍
臨
時
軍
用
鉃
道
監
部
が
狭
軌
に
よ
り
速
成
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
日
清
満
州
善
後
条
約
に
よ
り
撤
兵
と
改
築
の
た
め
の
三
年

間
の
猶
予
期
間
を
得
て
、
明
治
四
一
年
一
二
月
ま
で
に
標
準
軌
へ
の
改
築
工
事
を
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
満
鉄
本
線
の

標
準
軌
へ
の
改
築
と
大
連
・
蘇
家
屯
間
の
複
線
化
工
事
の
た
め
、
安
奉
鉄
道
の
軌
道
改
築
工
事
の
着
工
は
遅
れ
て
い
た
。

満
鉄
部
内
に
は
安
奉
鉄
道
の
改
築
に
際
し
て
は
、
満
鉄
本
線
と
の
接
続
を
蘇
家
屯
で
は
な
く
、
遼
陽
な
い
し
大
石
橋
に
変
更
し
た

い
と
い
っ
た
考
え
も
あ
り
、
明
治
四
〇
年
八
月
一
三
日
、
萩
原
は
、
唐
紹
儀
奉
天
巡
撫
か
ら
の
照
会
を
受
け
、
林
外
相
に
対
し
て
安

奉
鉄
道
改
築
工
事
開
始
の
時
期
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
と
も
に
、
唐
は
日
清
満
州
善
後
条
約
の
締
結
交
渉
の
清
国
側
代
表
の
一
人
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
安
奉
鉄
道
の
経
路
変
更
に
つ
い
て
唐
の
同
意
を
得
る
こ
と
は
非
常
に
厳
し
い
と
の
見
通
し
も
あ
わ
せ
て
述
べ

て
い
る
。
し
か
し
林
外
相
は
、
九
月
二
〇
日
、
安
奉
鉄
道
は
日
露
戦
争
中
に
急
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
商
工
業
に
も

利
用
で
き
る
よ
う
に
改
築
す
る
と
な
れ
ば
、
経
路
の
変
更
も
当
然
あ
り
得
る
こ
と
と
反
論
し
、
交
渉
の
暫
時
中
止
を
命
じ
て
き
た
。

こ
の
た
め
、
安
奉
鉄
道
改
築
問
題
に
つ
い
て
は
、
萩
原
の
奉
天
在
勤
中
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
実
際
に
改
築
工
事
が
始
め
ら

れ
る
の
は
、
第
二
次
桂
内
閣
小
村
外
相
が
満
鉄
に
改
築
工
事
の
強
行
を
命
じ
る
明
治
四
二
年
八
月
七
日
ま
で
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

ま
た
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て
は
、
満
鉄
開
業
直
後
の
四
月
一
五
日
、
譲
渡
価
格
一
六
六
万
円
で
清
国
に
売
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

五
月
二
七
日
、
大
連
の
満
鉄
本
社
に
お
い
て
引
き
渡
し
手
続
き
が
行
わ
れ
、
六
月
一
日
、
新
奉
鉄
道
は
満
鉄
か
ら
清
国
鉄
路
公
司
に

売
却
さ
れ
た
。
清
国
鉄
路
公
司
は
直
ち
に
狭
軌
か
ら
標
準
軌
に
改
築
す
る
仮
工
事
を
実
施
し
、
同
仮
工
事
が
終
了
し
た
六
月
二
九
日
、
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満
鉄
本
線
奉
天
停
車
場
の
西
方
に
京
奉
鉄
道
の
終
点
と
し
て
瀋
陽
停
車
場
（
後
の
皇
古
屯
停
車
場
）
を
設
置
し
て
運
行
を
開
始
し
た
。

清
国
は
、
露
国
が
東
清
鉄
道
南
満
支
線
を
租
借
し
て
い
た
時
代
か
ら
、
京
奉
鉄
道
が
同
支
線
を
横
断
し
て
奉
天
市
街
ま
で
延
長
す

る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
が
、
東
清
鉄
道
付
近
に
は
露
国
以
外
の
列
強
に
よ
る
鉄
道
建
設
は
認
め
な
い
と
す
る
東
清
鉄
道
敷
設
契
約

に
よ
り
、
露
国
は
英
国
人
技
師
が
建
設
す
る
京
奉
鉄
道
の
延
長
に
は
同
意
し
な
か
っ
た
が
、
同
鉄
道
の
経
営
権
が
露
国
か
ら
日
本
に

移
っ
た
機
会
に
、
清
国
は
、
改
め
て
、
京
奉
鉄
道
の
満
鉄
本
線
横
断
と
奉
天
市
街
へ
の
延
長
の
希
望
に
つ
い
て
表
明
し
た
。

七
月
九
日
、
萩
原
は
林
外
相
に
対
し
て
、
清
国
鉄
路
公
司
の
雇
用
す
る
邦
人
技
師
が
、
徐
世
昌
東
三
省
総
督
か
ら
奉
天
市
街
に
向

け
た
同
延
長
線
の
路
線
調
査
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
林
外
相
も
、
同
延
長
線
の
満
鉄
に
対
す
る
影
響
は
大
き
く
、
日
清

満
州
善
後
条
約
付
属
取
極
め
第
三
条
は
、
満
鉄
平
行
線
と
と
も
に
、
満
鉄
の
利
益
を
損
ね
る
鉄
道
建
設
に
つ
い
て
も
禁
じ
て
い
る
と

し
て
、
延
長
線
の
建
設
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
回
答
し
た
。
さ
ら
に
七
月
一
七
日
に
も
林
外
相
は
萩
原
に
対
し
て
、
京
奉
鉄
道
を

瀋
陽
停
車
場
か
ら
満
鉄
本
線
奉
天
停
車
場
に
延
長
し
、
奉
天
停
車
場
に
お
い
て
満
鉄
本
線
と
京
奉
鉄
道
を
接
続
す
る
よ
う
清
国
と
の

交
渉
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
七
月
二
二
日
、
萩
原
と
会
談
し
た
奉
天
総
督
は
、
日
本
が
瀋
陽
停
車
場
か
ら
奉
天
市
街
に
い
た
る
京
奉

鉄
道
延
長
線
の
建
設
を
将
来
の
課
題
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
奉
天
停
車
場
に
お
い
て
満
鉄
本
線
と
京
奉
鉄
道
を
接
続
す
る
た

め
、
瀋
陽
停
車
場
と
奉
天
停
車
場
と
の
間
の
接
続
線
建
設
の
た
め
の
実
地
調
査
に
同
意
す
る
と
述
べ
、
あ
く
ま
で
日
本
が
延
長
線
の

建
設
に
同
意
す
る
よ
う
要
求
し
た
。

こ
う
し
て
、
京
奉
鉄
道
と
満
鉄
本
線
と
の
連
絡
問
題
に
つ
い
て
も
、
萩
原
の
奉
天
在
勤
中
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

京
奉
鉄
道
延
長
問
題
は
、
明
治
四
二
年
九
月
四
日
に
調
印
さ
れ
た
満
州
五
案
件
協
約
に
お
い
て
、
日
本
は
、
京
奉
鉄
道
の
満
鉄
本
線

を
横
断
し
て
奉
天
市
街
に
ま
で
延
長
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
の
、
清
国
は
、
奉
天
停
車
場
経
由
で
は
な
く
、
直
接
、
瀋
陽
停
車
場

か
ら
奉
天
市
街
に
い
た
る
延
長
線
の
建
設
を
認
め
る
よ
う
要
求
し
、
最
終
的
に
は
、
明
治
四
四
年
九
月
二
日
に
調
印
さ
れ
る
京
奉
鉄

道
延
長
協
約
に
よ
っ
て
、
瀋
陽
停
車
場
か
ら
奉
天
市
街
に
は
、
満
鉄
奉
天
停
車
場
経
由
に
よ
る
連
絡
線
と
、
直
接
、
奉
天
市
街
に
向
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か
う
延
長
線
の
両
方
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
萩
原
は
、
明
治
四
〇
年
一
月
、
英
国
お
よ
び
清
国
が
京
奉
鉄
道
を
新
民
屯
か
ら
北
に
向
け
て
法
庫
門
ま
で
延
長
す
る
法
庫
門

鉄
道
の
建
設
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
を
察
知
す
る
が
、
同
鉄
道
が
建
設
さ
れ
れ
ば
、
同
鉄
道
は
満
鉄
の
競
争
線
と
な
り
、
遼
西
地
方

の
農
産
物
は
、
満
鉄
本
線
に
よ
り
大
連
ま
で
輸
送
さ
れ
、
大
連
か
ら
輸
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
満
鉄
本
線
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、

法
庫
門
鉄
道
お
よ
び
京
奉
鉄
道
に
よ
り
営
口
な
い
し
秦
皇
島
に
運
ば
れ
、
輸
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
同
鉄
道
の
建
設
に
は

強
く
反
対
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
意
見
具
申
を
行
っ
て
い
る
。
但
し
、
萩
原
の
後
任
の
加
藤
本
四
郎
総
領
事
は
、
萩
原
と
同
様
の
認

識
を
も
ち
な
が
ら
も
、
日
本
が
同
鉄
道
の
建
設
に
強
く
反
対
す
る
こ
と
に
よ
り
、
英
国
な
ど
に
お
い
て
反
日
世
論
が
高
揚
す
る
こ
と

を
懸
念
し
、
翌
明
治
四
一
年
一
月
、
同
鉄
道
の
建
設
を
承
認
す
る
一
方
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
満
鉄
本
線
か
ら
鄭
家
屯
に
い
た
る
後

の
四
鄭
鉄
道
の
敷
設
権
を
獲
得
す
る
よ
う
建
言
す
る
が
、
こ
れ
も
、
遼
西
地
域
の
農
産
物
が
満
鉄
本
線
の
営
業
収
入
に
と
っ
て
不
可

欠
と
予
想
す
る
萩
原
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
た
。

（
1
）

満
州
に
お
け
る
鉄
道
利
権
を
め
ぐ
る
日
清
交
渉
に
つ
い
て
は
、
拙
著

東
ア
ジ
ア
鉄
道
国
際
関
係
史

（
平
成
元
年
、
慶
應
通
信
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）

明
治
四
〇
年
一
月
一
九
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
公
信
機
密
第
二
四
号
（

外
文

四
〇
│
二
、
一
一
一
二
）。

英
国
人
旅
行
者
に
よ
る
不
満
の
一
例
は
、
（
略
）
総
て
の
客
車
は
等
級
の
区
別
無
く
皆
一
様
な
る
を
以
て
外
国
の
紳
士
貴
婦
人
も
支
那

苦
力
及
賤
民
と
伍
を
倶
に
し
て
旅
行
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
其
客
車
は
殆
ん
ど
家
畜
列
車
の
如
く
点
燈
、
暖
房
其
他
何
等
の
設
備
を
有
せ
ず

（
略
）

と
英
国
紙
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
（

外
文

四
〇
│
二
、
一
一
一
四
）。

（
3
）

明
治
四
〇
年
八
月
一
五
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
公
信
機
密
第
一
六
三
号
。

同
九
月
二
〇
日
林
外
相
発
在
奉
天
萩
原
総
領
事
宛
電
報
第
一
八
〇
号
（
以
上
、

外
文

四
〇
│
二
、
一
一
四
三
お
よ
び
一
一
〇
七
）。

（
4
）

明
治
四
〇
年
七
月
九
日
、
二
二
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
電
報
第
二
二
八
号
、
同
第
二
四
一
号
。
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同
一
一
日
、
一
七
日
林
外
相
発
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
電
報
第
一
三
九
号
、
同
第
一
四
五
号
（
以
上
、

外
文

四
〇
│
二
、
一
一
八

二
、
一
一
八
四
、
一
一
八
七
お
よ
び
一
一
八
九
）。

（
5
）

明
治
四
〇
年
一
月
一
七
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
公
信
機
密
第
一
九
号
（

外
文

四
〇
│
二
、
一
一
九
六
）。

㈡

間
島
問
題

満
州
北
東
部
の
露
国
と
韓
国
と
国
境
を
接
す
る
間
島
地
方
で
は
、
一
九
世
紀
以
来
、
朝
鮮
人
農
民
に
よ
る
開
墾
が
進
め
ら
れ
て
い

た
が
、
清
国
は
朝
鮮
人
農
民
の
間
島
地
方
へ
の
流
入
を
越
境
と
し
、
他
方
、
韓
国
は
間
島
地
方
を
韓
国
領
と
主
張
し
て
い
た
た
め
、

一
八
八
〇
年
代
か
ら
間
島
地
方
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
清
韓
両
国
間
の
交
渉
が
続
け
ら
れ
て
い
た
。
日
本
が
こ
の
問
題
に
関
心
を
も
っ

た
の
は
、
明
治
三
四
年
に
露
国
が
国
境
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
清
韓
両
国
間
の
調
停
に
入
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
当

時
、
在
韓
公
使
館
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
露
国
の
動
き
を
注
視
し
て
い
た
萩
原
は
、
明
治
三
七
年
六
月
一
五
日
、
日
露
戦
争
開
戦

後
、
臨
時
代
理
公
使
と
し
て
、
日
露
戦
争
終
結
後
に
は
、
日
本
が
清
韓
国
境
問
題
に
つ
い
て
調
停
を
斡
旋
す
る
よ
う
意
見
具
申
を
行

っ
て
い
る
。
萩
原
に
と
っ
て
、
間
島
問
題
は
決
し
て
未
知
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。

ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
が
成
立
し
た
後
、
明
治
三
八
年
一
一
月
一
七
日
、
日
本
は
韓
国
と
の
間
に
第
二
次
日
韓
協
約
を
締
結
し
、

韓
国
併
合
の
第
一
歩
と
し
て
韓
国
の
外
交
権
を
掌
握
す
る
。
一
二
月
二
〇
日
に
は
韓
国
統
監
府
を
設
置
し
、
伊
藤
博
文
元
首
相
が
初

代
の
韓
国
統
監
に
就
任
す
る
が
、
清
韓
国
境
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
、
韓
国
政
府
は
伊
藤
統
監
に
対
し
て
、
間
島
地

方
居
留
朝
鮮
人
の
保
護
を
要
請
し
た
。
こ
の
た
め
、
翌
明
治
四
〇
年
二
月
八
日
、
西
園
寺
内
閣
は
、
そ
れ
ま
で
の
韓
国
政
府
の
施
策

に
倣
い
、
同
地
方
に
統
監
府
職
員
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
八
月
一
九
日
、
朝
鮮
人
保
護
の
た
め
、
統
監
府
職
員
と
し
て
齋
藤

季
治
朗
陸
軍
中
佐
を
韓
国
北
東
部
の
会
寧
よ
り
間
島
地
方
に
派
遣
し
、
翌
二
〇
日
、
龍
井
村
に
統
監
府
間
島
派
出
所
を
開
設
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
清
国
は
、
二
四
日
、
間
島
地
方
が
清
国
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
統
監
府
派
出
所
の
撤
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去
を
要
求
し
、
日
清
間
の
問
題
と
し
て
間
島
問
題
が
発
生
す
る
。

間
島
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
清
国
が
主
張
す
る
よ
う
に
清
韓
両
国
の
国
境
を
図
們
江
と
す
る
か
、
朝
鮮
人
農
民
が
入
植
し
て

開
墾
し
て
き
た
間
島
地
方
を
韓
国
領
と
認
め
る
か
と
い
っ
た
領
土
問
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
間
島
地
方
は
清

国
版
図
の
一
部
と
主
張
す
る
清
国
は
、
武
力
を
も
っ
て
統
監
府
派
出
所
を
撤
去
す
る
こ
と
も
辞
さ
ず
と
い
う
強
い
態
度
を
示
し
た
た

め
、
事
態
は
緊
迫
の
度
を
加
え
て
い
っ
た
。
明
治
四
〇
年
九
月
一
一
日
、
徐
東
三
省
総
督
は
萩
原
に
対
し
て
、
齋
藤
中
佐
の
間
島
派

遣
が
事
後
通
告
で
あ
っ
た
こ
と
を
非
難
し
、
現
地
の
治
安
維
持
の
た
め
に
軍
隊
の
派
遣
準
備
を
進
め
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
と
と
も

に
、
統
監
府
派
出
所
開
設
の
問
題
と
は
別
に
、
清
韓
両
国
の
国
境
を
早
急
に
画
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

齋
藤
中
佐
に
率
い
ら
れ
て
間
島
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
兵
員
は
約
五
〇
名
で
あ
っ
た
が
、
九
月
二
三
日
、
徐
総
督
は
萩
原
に
対
し
て
、

齋
藤
中
佐
の
配
下
の
兵
隊
は
二
～
三
〇
〇
名
に
も
お
よ
ん
で
い
る
と
述
べ
、
吉
林
よ
り
約
二
五
〇
名
の
兵
士
を
急
派
す
る
準
備
を
進

め
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
の
派
兵
は
匪
賊
の
鎮
圧
と
そ
れ
か
ら
清
国
人
お
よ
び
外
国
人
を
保
護
す
る
こ
と
が
目
的
で

あ
り
、
齋
藤
中
佐
の
行
動
に
対
抗
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
と
も
述
べ
た
。
三
〇
日
、
萩
原
は
唐
紹
儀
巡
撫
に
対
し
て
、
国
境
問

題
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
も
清
国
の
主
張
に
対
し
て
反
論
す
る
明
確
な
根
拠
が
あ
り
、
今
後
、
十
分
な
討
議
を
尽
く
し
て
解
決
し
た

い
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
清
国
の
派
兵
が
、
逆
に
、
不
測
の
事
態
を
引
き
起
こ
す
懸
念
が
あ
る
こ
と
も
伝
え
、
事
態
を
鎮
静
化
さ

せ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

間
島
問
題
は
、
日
露
戦
争
中
に
萩
原
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
が

調
停
者

と
な
っ
て
解
決
を
は
か
る
べ
き
清
韓
両
国
間
の

国
境
問
題
で
あ
っ
た
が
、
日
露
戦
争
の
終
了
後
、
日
韓
併
合
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
日
本
が

当
事
者

と
な
っ
て
解
決
を
は
か
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
清
間
の
国
境
問
題
と
な
り
、
そ
れ
だ
け
日
本
に
と
っ
て
解
決
の
難
し
い
問
題
で
あ
っ
た
。
明
治
四
〇
年
九
月

二
九
日
、
萩
原
は
間
島
地
方
を
め
ぐ
る
清
国
人
と
朝
鮮
人
と
の
対
立
に
つ
い
て
、
清
国
人
の
中
に
は
、
朝
鮮
人
が
日
本
の
威
を
借
り

て
清
国
人
を
侮
辱
す
る
こ
と
は
容
赦
し
が
た
い
と
す
る
声
が
あ
る
な
ど
、
清
国
人
の
中
に
朝
鮮
人
に
対
す
る
感
情
的
な
反
発
が
あ
る
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こ
と
を
林
外
相
に
報
告
し
、
間
島
問
題
を
め
ぐ
る
清
国
と
韓
国
と
の
対
立
の
背
景
に
は
、
国
境
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
両
国
民

間
の
感
情
的
な
わ
だ
か
ま
り
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
の
所
見
を
伝
え
て
い
る
。

間
島
地
方
に
定
住
し
た
朝
鮮
人
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
日
韓
併
合
に
よ
っ
て
、
海
外
に
お
け
る
邦
人
の
保
護
と
い
う
日

本
の
主
権
に
か
か
わ
る
領
事
問
題
に
発
展
す
る
が
、
清
韓
両
国
間
の
国
境
を
確
定
す
る
だ
け
で
は
、
間
島
問
題
の
背
景
に
あ
る
清
韓

両
国
民
間
の
感
情
的
な
対
立
ま
で
は
解
消
し
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
萩
原
は
、
日
韓
併
合
に
よ
っ
て
朝
鮮
人
が
日
本
の
主
権
の
下
に

入
る
こ
と
に
よ
り
、
間
島
問
題
に
よ
っ
て
顕
在
化
す
る
満
州
に
お
け
る
清
国
人
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
感
情
的
な
反
発
が
、
清
国
人
の

反
日
感
情
に
連
鎖
す
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

明
治
四
二
年
九
月
四
日
、
日
本
は
清
国
が
主
張
す
る
図
們
江
を
国
境
と
す
る
間
島
協
約
に
調
印
す
る
。
間
島
問
題
を
め
ぐ
る
日
清

間
の
対
立
は
、
萩
原
の
離
任
後
も
続
い
て
い
た
が
、
明
治
四
二
年
八
月
に
日
本
の
譲
歩
に
よ
り
決
着
を
は
か
る
こ
と
に
す
る
の
は
、

間
島
問
題
を
主
管
す
る
倉
知
政
務
局
長
も
、
現
地
を
知
る
萩
原
が
、
そ
の
時
、
本
省
に
あ
っ
て
通
商
局
長
を
務
め
て
い
た
た
め
、
間

島
問
題
の
取
り
扱
い
を
誤
れ
ば
、
清
国
人
の
反
日
感
情
に
も
連
鎖
し
か
ね
な
い
と
の
萩
原
の
懸
念
に
耳
を
傾
け
た
結
果
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

（
1
）

明
治
三
七
年
六
月
一
五
日
在
韓
国
萩
原
臨
時
代
理
公
使
発
小
村
外
相
宛
公
信
機
密
第
六
三
号
（

外
史

1
・
4
・
1
・
33
）。

明
治
三
九
年
二
月
一
九
日
、
大
阪
朝
日
新
聞
社
に
勤
務
し
て
い
た
内
藤
虎
次
郎
（
湖
南
）
は
、
清
国
の
主
張
に
は
根
拠
が
な
い
と
す
る

調
書
を
外
務
省
に
提
出
し
て
お
り
、
同
年
七
月
、
山
座
政
務
局
長
は
、
内
藤
に
間
島
地
方
の
地
誌
に
つ
い
て
調
査
を
依
頼
す
る
。
内
藤
は

明
治
四
〇
年
夏
に
満
州
に
赴
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
（

外
史

1
・
4
・
1
・
33
│
1
）。

（
2
）

明
治
四
〇
年
八
月
五
日
林
外
相
発
在
奉
天
萩
原
総
領
事
宛
電
報
第
一
四
九
号
。

同
年
八
月
一
九
日
韓
国
駐
剳
長
谷
川
軍
司
令
官
発
伊
藤
韓
国
統
監
宛
公
信
韓
参
通
第
二
五
六
号
（
以
上
、

外
文

四
〇
│
二
、
八
六

四
お
よ
び
八
七
一
）。

法学研究 83 巻 5 号（2010 : 5）

54



清
国
は
、
日
清
交
渉
の
中
で
、
間
島
と
い
う
地
名
は
朝
鮮
人
に
よ
る
呼
称
で
あ
っ
て
、
清
国
の
呼
称
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
島
川
在
吉
林
領
事
は
、
間
島
地
方
に
在
住
す
る
朝
鮮
人
の
保
護
の
た
め
、
同
地
に
領
事
館
を
開
設
す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
具
申
を

行
っ
た
が
、
林
外
相
は
、
領
事
館
を
開
設
す
る
こ
と
は
、
同
地
方
が
清
国
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
領
事
館

の
開
設
に
は
難
色
を
示
し
て
い
る
（

外
文

四
〇
│
二
、
八
六
四
付
記
参
照
）。

（
3
）

明
治
四
〇
年
九
月
一
一
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
電
報
第
二
九
二
号
（

外
文

四
〇
│
二
、
八
八
六
）。

（
4
）

明
治
四
〇
年
九
月
二
三
日
、
三
〇
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
電
報
第
三
〇
七
号
、
同
第
三
一
七
号
。

同
二
八
日
林
外
相
発
在
奉
天
萩
原
総
領
事
宛
電
報
第
一
八
五
号
（
以
上
、

外
文

四
〇
│
二
、
八
九
三
、
八
九
五
お
よ
び
八
九
八
）。

萩
原
が
述
べ
た
有
力
な
根
拠
と
い
う
の
は
、
内
藤
虎
次
郎
の
調
査
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
5
）

明
治
四
〇
年
九
月
二
九
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
電
報
第
三
一
六
号
（

外
文

四
〇
│
二
、
八
九
六
）。

（
6
）

明
治
四
二
年
八
月
一
八
日
、
同
九
月
二
日
林
外
相
発
在
奉
天
萩
原
総
領
事
宛
電
報
第
九
二
号
。
第
一
〇
五
号
（
以
上
、

外
文

四

二
│
一
、
四
五
七
、
四
六
三
）。

五

む
す
び

明
治
四
〇
年
九
月
一
七
日
に
帰
朝
発
令
を
受
け
た
萩
原
は
、
一
〇
月
二
三
日
、
奉
天
現
地
に
お
い
て
、
在
天
津
総
領
事
館
か
ら
転

任
し
て
き
た
外
交
官
領
事
官
試
験
同
期
合
格
の
加
藤
本
四
郎
総
領
事
に
事
務
を
引
き
継
ぎ
、
離
任
す
る
。
萩
原
の
在
奉
天
総
領
事
在

任
期
間
は
、
総
領
事
館
開
館
以
来
一
年
五
カ
月
で
あ
っ
た
。

萩
原
が
在
奉
天
総
領
事
に
内
定
し
た
後
、
明
治
三
九
年
三
月
三
日
に
加
藤
外
相
が
辞
任
し
、
そ
の
直
後
に
、
英
米
両
国
か
ら
満
州

の
門
戸
開
放
に
か
か
わ
る
抗
議
を
受
け
た
こ
と
は
、
奉
天
へ
の
赴
任
準
備
中
の
萩
原
に
と
っ
て
強
い
衝
撃
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
く
、
京
奉
鉄
道
延
長
問
題
や
安
奉
鉄
道
改
築
問
題
で
は
、
萩
原
が
自
ら
解
決
の
主
導
権
を
握
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
萩
原

は
、
満
鉄
の
円
満
な
開
業
を
希
求
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
日
本
の
満
州
経
営
は
英
米
両
国
か
ら
批
判
さ
れ
た
よ
う
な
排
他
的
権
益
の
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独
占
を
目
指
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

萩
原
は
、
在
奉
天
総
領
事
館
の
開
館
か
ら
一
カ
月
後
の
七
月
一
日
、
軍
政
官
か
ら
在
留
邦
人
に
対
す
る
取
締
り
権
限
を
移
管
さ
れ

た
機
会
に
、
在
留
邦
人
に
対
し
て
、
清
国
人
に
対
し
て
は
信
義
を
重
ん
じ
て
友
好
関
係
を
維
持
し
、
相
互
の
利
益
増
進
に
努
め
る
と

と
も
に
、
日
本
国
民
と
し
て
の
体
面
を
毀
損
す
る
よ
う
な
行
為
は
厳
に
慎
む
よ
う
に
と
の
注
意
を
喚
起
す
る
告
示
を
掲
示
し
た
が
、

そ
の
告
示
に
は
、
日
清
両
国
民
の
友
好
関
係
が
確
立
維
持
で
き
な
け
れ
ば
、
日
本
人
の
満
州
に
お
け
る
自
由
な
商
工
業
の
活
動
は
あ

り
得
な
い
と
の
萩
原
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
萩
原
の
描
い
て
い
た
満
州
に
お
け
る
民
政
へ
の
転
換
は
、
す
な
わ
ち
在
満
領
事
館

体
制
の
確
立
を
追
及
す
る
こ
と
に
あ
り
、
領
事
権
限
の
下
で
、
邦
人
が
満
州
に
お
い
て
清
国
民
と
協
和
し
、
満
鉄
を
中
心
に
し
た
経

済
活
動
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
萩
原
は
、
間
島
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
法
的
地
位
の
問
題
が
清
国
人
と
の
融

和
を
阻
害
す
る
要
因
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
を
、
懸
念
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

他
方
、

二
〇
億
の
国
帑
と
一
〇
万
の
血

と
い
わ
れ
た
日
露
戦
争
の
代
償
で
あ
る
満
鉄
の
利
益
を
守
る
こ
と
は
、
在
奉
天
総
領

事
館
の
重
要
な
任
務
で
あ
っ
た
が
、
満
鉄
を
植
民
地
経
営
の
主
幹
と
し
た
い
と
す
る
後
藤
満
鉄
総
裁
が
、
満
鉄
の
経
営
を
、
鉄
道
の

み
な
ら
ず
、
関
東
州
か
ら
鉄
道
付
属
地
に
お
け
る
企
業
活
動
に
ま
で
拡
大
し
、
ま
た
関
東
都
督
に
は
、
関
東
州
に
加
え
て
、
鉄
道
付

属
地
の
警
備
も
権
限
と
し
て
与
え
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
主
権
の
下
に
あ
る
関
東
州
と
日
本
の
主
権
の
下
に
は
な
い
鉄
道
付
属
地

と
が
混
然
と
な
り
、
日
清
満
州
善
後
条
約
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
鉄
道
付
属
地
と
関
東
州
と
の
法
的
地
位
の
違
い
が
曖
昧
に
さ
れ
た

こ
と
は
否
め
な
い
。

明
治
四
〇
年
五
月
、
一
時
帰
国
中
の
萩
原
は
、
林
外
相
に
対
し
て
、
満
鉄
に
対
す
る
監
督
権
は
関
東
都
督
に
あ
り
、
関
東
都
督
に

対
し
て
は
外
相
に
監
督
権
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
日
露
戦
争
後
の
様
々
な
経
緯
に
よ
っ
て
外
相
の
都
督
に
対
す
る
監
督
権
は
十
分
に

行
使
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
日
露
両
国
軍
隊
が
満
州
か
ら
撤
退
し
、
清
国
が
東
三
省
総
督
を
任
命
す
る
と
い
っ
た
新
し
い
状
況
の

下
で
は
、
外
相
の
都
督
に
対
す
る
監
督
権
の
確
立
が
第
一
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
意
見
具
申
を
行
っ
た
が
、
萩
原
は
、
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関
東
州
の
施
政
権
は
関
東
都
督
の
権
限
の
下
に
あ
る
と
し
て
も
、
鉄
道
付
属
地
は
在
奉
天
総
領
事
の
領
事
権
限
の
下
に
あ
る
と
い
っ

た
違
い
が
あ
り
、
鉄
道
付
属
地
と
関
東
州
と
の
法
的
地
位
の
違
い
が
、
都
督
府
や
満
鉄
に
お
い
て
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
種
の
危

機
感
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

明
治
四
一
年
六
月
六
日
、
第
二
次
桂
内
閣
が
誕
生
す
る
直
前
、
林
外
相
は
外
務
省
幹
部
の
大
幅
な
人
事
異
動
を
行
い
、
外
務
次
官

に
は
駐
独
大
使
に
転
出
す
る
珍
田
捨
己
に
代
わ
っ
て
石
井
菊
次
郎
通
商
局
長
を
、
ま
た
政
務
局
長
に
は
在
英
大
使
館
に
転
出
す
る
山

座
円
次
郎
に
代
わ
っ
て
倉
知
鉄
吉
を
、
さ
ら
に
石
井
の
後
任
の
通
商
局
長
に
は
奉
天
よ
り
帰
国
し
た
萩
原
を
起
用
す
る
が
、
明
治
四

四
年
五
月
二
六
日
、
萩
原
は
通
商
局
長
に
在
職
の
ま
ま
胃
が
ん
の
た
め
死
去
す
る
。
享
年
四
三
歳
で
あ
っ
た
。

（
1
）

明
治
三
九
年
七
月
一
日
在
奉
天
萩
原
総
領
事
発
林
外
相
宛
電
報
第
五
〇
号
（

外
文

三
九
│
一
、
二
〇
〇
）。

（
2
）

明
治
三
九
年
五
月
（
日
付
不
明
）
在
奉
天
萩
原
総
領
事
（
滞
京
）
覚
書

関
東
都
督
府
に
対
す
る
外
務
省
の
監
督
権

（

外
史

6
・
1
・
1
・
4
│
1
）。

（
3
）

明
治
四
一
年
四
月
二
一
日
、
奉
天
よ
り
帰
国
し
て
半
年
後
、
萩
原
は
奉
天
在
勤
を
解
か
れ
、
臨
時
に
外
務
本
省
の
事
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
命
じ
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
日
ま
で
に
、
六
月
六
日
に
発
令
の
通
商
局
長
へ
の
任
命
が
内
定
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

な
お
、
萩
原
は
、
通
商
局
長
に
就
任
し
た
後
、
明
治
四
一
年
一
〇
月
七
日
か
ら
翌
明
治
四
二
年
六
月
二
日
ま
で
、
通
商
局
長
の
ま
ま
人

事
課
長
を
も
兼
任
し
て
い
る
。

（
4
）

萩
原
の
人
物
評
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
政
周
編

萩
原
守
一
氏
追
懐
録

（
大
正
二
年
）、
栗
原
健
編
著

対
満
蒙
政
策
史
の
一
面

（
昭
和
四
一
年
、
原
書
房
）
を
参
照
願
い
た
い
。
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